
下呂市告示第 155 号 

農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規定により、 

農用地利用集積計画を定めたので、同法第 19 条の規定により公告する。 

令和２年７月７日 

                                              下呂市長  山 内  登 

  １．農用地利用集積計画の縦覧場所 

下呂市萩原町羽根 2605 番地１ 

下呂総合庁舎内 農林部農務課 農業委員会事務局 



令和２年度

　 農　用　地　利　用　集　積　計　画

  岐阜県下呂市　下呂



農用地利用集積計画総括表（令和２年度） 市町村名 ：下呂市

（ 単位 ： ㎡、人 ）

地目
期間

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

１０年以上

計

所有権移転 1,216 1 1

計 1,216 1 1

利用権設定

計

合　計 1,216 1,216 1 1

（注）地目欄の「施」は農業用施設用地を、「開」は「開発して農業用施設用地とすることが適当な土地」を、「混」は「混牧林利用に
　　　供される土地」を、「未」は「開発して農用地とすることが適当な土地」をいう。

売渡人
（実人数）

買受人
（実人数）

備  考田 畑 樹園地 採草放牧地 施 計混 未開



利用権設定明細 NO.1/3

大字 字 地番 地目 地積 ㎡ 住所 氏名又は名称 住所 氏名又は名称 利用目的 売買価格(円) 移転の時期 支払方法 支払期限

1 野尻 野尻 490番 畑 1,216
岐阜県高山市上岡本町218番
地3
ILOビル２階　飯田法律事務所

破産者　古田　修二
破産管財人　飯田

洋

岐阜県下呂市森1686番
地2
コーポ畑田201号

牧野　達雄 畑 510,000 R2.7.7 口座振込 R2.7.7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1,216

番号

利用権設定内容

備考

所有権を移転を受ける者所有権を移転する農用地 所有権を移転する者



令和2年度

　 農　用　地　利　用　集　積　計　画

  岐阜県下呂市　萩原



農用地利用集積計画総括表（平成30年度） 市町村名 ：下呂市

（ 単位 ： ㎡、人 ）

地目
期間

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

１０年以上 3,081 3,081 1 1

計 3,081 3,081 1 1

所有権移転

計

利用権設定 3,081 3,081 1 1

計 3,081 3,081 1 1

合　計 3,081 3,081 1 1

（注）地目欄の「施」は農業用施設用地を、「開」は「開発して農業用施設用地とすることが適当な土地」を、「混」は「混牧林利用に
　　　供される土地」を、「未」は「開発して農用地とすることが適当な土地」をいう。

借り手
（実人数）

貸し手
（実人数）

備  考田 畑 樹園地 採草放牧地 施 計混 未開



利用権設定明細 NO.1/3

大字 字 地番 地目 地積 ㎡ 住所 氏名又は名称 住所 氏名又は名称 種類 作目 借 賃 始期 終期 期間

1 中呂 前田 878番 畑 1,571
下呂市萩原町中呂482
番地

小林　善司
下呂市萩原町中呂482
番地

小林　宣善 使用貸借 畑 0 R2.8.1 R12.7.31 10年

2 中呂 前田 890番 畑 701
下呂市萩原町中呂482
番地

小林　善司
下呂市萩原町中呂482
番地

小林　宣善 使用貸借 畑 0 R2.8.1 R12.7.31 10年

3 中呂 アラヤ 896番1 畑 308
下呂市萩原町中呂482
番地

小林　善司
下呂市萩原町中呂482
番地

小林　宣善 使用貸借 畑 0 R2.8.1 R12.7.31 10年

4 中呂 アラヤ 897番1 畑 297
下呂市萩原町中呂482
番地

小林　善司
下呂市萩原町中呂482
番地

小林　宣善 使用貸借 畑 0 R2.8.1 R12.7.31 10年

5 中呂 アラヤ 898番1 畑 204
下呂市萩原町中呂482
番地

小林　善司
下呂市萩原町中呂482
番地

小林　宣善 使用貸借 畑 0 R2.8.1 R12.7.31 10年

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3,081

番号

利用権設定内容

備考

利用権の設定を受ける者（借り手）利用権を設定する農用地 利用権を設定する者（貸し手）


